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天
塩
町
で
は
、
令
和
５
年
度
よ

り
、
災
害
時
な
ど
に
住
民
に
対
し
て

情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

防
災
ア
プ
リ
を
導
入
・
整
備
し
、
現

在
の
運
用
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
令
和
６
年
10
月
よ

り
、
ア
プ
リ
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
だ
ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
さ

れ
て
い
な
い
方
は
、
大
雨
等
の
災
害

が
発
生
し
が
ち
な
こ
の
時
期
に
、
ぜ

ひ
イ
ン
ス
ト
ー
ル
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

①
重
要
な
お
知
ら
せ
が

　

最
上
部
に
表
示
さ
れ
ま
す

住
民
課
住
民
安
全
係

☎
０
１
６
３
２
（
９
）
７
７
５
０

防
災
ア
プ
リ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

福
祉
課
地
域
ケ
ア
係

☎
０
１
６
３
２
（
２
）
１
７
２
８

認
知
症
に
関
す
る
展
示

■
何
が
変
わ
る
の
？

①
ア
プ
リ
を
起
動
す
る
と
、
配
信
さ

れ
た
情
報
以
外
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
情

報
が
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

・
町
か
ら
の
特
に
重
要
な
お
知
ら
せ

が
あ
る
場
合
、
画
面
の
一
番
上
に
表

示
さ
れ
ま
す
。

・
大
雨
の
時
に
は
大
雨
警
報
が
表
示

さ
れ
る
な
ど
、
気
象
警
報
・
注
意
報

の
発
令
状
況
が
す
ぐ
に
わ
か
り
ま

す
。

・
普
段
は
、
天
気
予
報
や
町
か
ら
の

イ
ベ
ン
ト
情
報
等
が
表
示
さ
れ
ま

す
。

②
災
害
時
だ
け
で
な
く
、
日
常
で
も

使
え
る
よ
う
メ
ニ
ュ
ー
を
新
設
し
ま

Google Play
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防災情報配信システム

し
た
。

■
い
つ
か
ら
変
わ
る
の
？

　

10
月
１
日（
火
）か
ら
ア
ッ
プ
デ
ー

ト
可
能
に
な
り
ま
す
。
ア
ッ
プ
デ
ー

ト
の
通
知
が
く
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、

お
使
い
の
機
種
・
設
定
に
よ
り
異
な

り
ま
す
。

■
ど
ん
な
操
作
が
必
要
？

　

ア
プ
リ
の
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
通
知
が

表
示
さ
れ
た
ら
、
画
面
に
従
っ
て

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
を
お
願
い
し
ま
す
。

通
知
が
来
な
い
場
合
は
、
下
記
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
を
読
み
取
り
ア
ッ
プ
デ
ー
ト

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
認
知
症
に
関
す
る
本
や
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
展
示
し
ま
す

　

９
月
の
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
月

間
に
あ
わ
せ
て
図
書
室
（
社
会
福
祉

会
館
２
階
）
で
認
知
症
関
連
の
本
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
展
示
、
貸
出
を
行

い
ま
す
。
認
知
症
の
症
状
や
対
応
方

法
、
認
知
症
当
事
者
に
よ
る
著
書
な

ど
認
知
症
に
関
連
す
る
本
を
集
め
て

展
示
し
ま
す
の
で
関
心
の
あ
る
方
は

足
を
運
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

（
写
真
は
昨
年
の
展
示
の
様
子
）

通常時

警報等発令時

（AndroidOS の方）

②
メ
ニ
ュ
ー
画
面
が
新
設
さ
れ
ま
す
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児童数 全部支給 一部支給

第 1 子 45,500 円 45,490 円
～ 10,740 円

第 2 子加算 10,750 円 10,740 円
～ 5,380 円

第 3 子以降
加算

2 人目と同額（R6 年 11 月分より）
（10 月分まで：全部支給 6,450 円、 

一部支給 6,440 円～ 3,230 円）

扶養
親族
の数

児童扶養手当 特別児童扶養手当
受給対象者の所得額 扶養義務者

の所得額
受給対象者
の所得額

扶養義務者
の所得額全部支給 一部支給

０人 690 2,080 2,360 4,596 6,287
１人 1,070 2,460 2,740 4,976 6,536
２人 1,450 2,840 3,120 5,356 6,749
３人 1,830 3,220 3,500 5,736 6,962
４人 2,210 3,600 3,880 6,116 7,175
５人 2,590 3,980 4,260 6,496 7,388

福
祉
課
福
祉
係

☎
０
１
６
３
２
（
２
）
１
７
２
８

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

企
画
商
工
課
広
報
情
報
係

☎
０
１
６
３
２
（
２
）
１
０
０
１

看
板
跡
の
活
用
ア
イ
デ
ア
募
集

　

児
童
扶
養
手
当
と
は
、
父
母
の
離
婚

等
に
よ
り
、
父
親
（
母
親
）
と
生
計
を

同
じ
く
し
て
い
な
い
18
歳
未
満
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
家
庭
の
自
立
促
進
と

生
活
安
定
の
た
め
に
支
給
さ
れ
る
も
の

で
す
。

■
現
在
受
給
さ
れ
て
い
る
方

　

現
在
受
給
中
の
方
は
、
所
得
状
況
等

の
状
況
確
認
の
た
め
、
個
人
あ
て
に
現

況
届
が
郵
送
さ
れ
ま
す
の
で
、
期
限
ま

で
に
役
場
窓
口
又
は
雄
信
内
支
所
ま
で

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

所
得
制
限
等
に
よ
り
支
給
停
止
に

な
っ
て
い
る
方
も
、
必
ず
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

■
新
た
に
申
請
さ
れ
る
方

《
対
象
と
な
る
方
》
次
の
①
②
の
ど
ち

ら
か
に
当
て
は
ま
る
方
。

① 

父
母
の
離
婚
、
父
親
（
母
親
）
の

死
亡
等
に
よ
り
父
親
（
母
親
）
と
生
計

を
と
も
に
し
て
い
な
い
18
歳
に
達
す
る

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
児
童
を
育
て

て
い
る
母
親
（
父
親
）、又
は
母
親
（
父

親
）
に
代
わ
っ
て
養
育
し
て
い
る
公
的

年
金
を
受
け
て
い
な
い
方

② 

未
婚
で
、
18
歳
に
達
す
る
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
の
児
童
を
育
て
て
い
る

母
親

《
手
当
額
》
下
表
の
と
お
り
。

★
児
童
扶
養
手
当

★
特
別
児
童
扶
養
手
当

★
所
得
制
限
に
つ
い
て

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は
、
身
体
や

精
神
に
障
害
の
あ
る
児
童
を
家
庭
で
監

護
し
て
い
る
方
で
、
所
得
が
一
定
未
満

の
場
合
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

■
現
在
受
給
さ
れ
て
い
る
方

　

個
人
あ
て
に
郵
送
す
る
「
特
別
児
童

扶
養
手
当
所
得
状
況
届
」
を
、
期
限
ま

で
に
役
場
窓
口
又
は
雄
信
内
支
所
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
新
た
に
申
請
さ
れ
る
方

《
対
象
と
な
る
方
》
身
体
又
は
精
神
に

中
程
度
以
上
の
障
害
が
あ
る
20
歳
未
満

の
児
童
を
育
て
て
い
る
父
母
、
又
は
父

母
に
代
わ
っ
て
養
育
し
て
い
る
方
。

《
手
当
額
》
令
和
６
年
４
月
分
以
後
、

　

児
童
扶
養
手
当
及
び
特
別
児
童
扶
養

手
当
の
支
給
に
は
、
次
の
と
お
り
所
得

制
限
が
あ
り
ま
す
。

※ 一部支給の額は所得に応じて決定します（10 円刻み）。

（単位：千円）

《令和６年 4 月分以後の児童扶養手当の支給額》

《令和 6 年 11 月以降の所得制限限度額》

《
支
給
方
法
》
奇
数
月
の
11
日
に
受
給

対
象
者
名
義
の
口
座
に
振
り
込
ま
れ
ま

す
（
11
日
が
休
日
の
場
合
は
直
前
の
金

融
機
関
営
業
日
に
振
込
し
ま
す
）。

重
度
障
害
児
（
１
級
）
１
人
に
つ
き
月

額
５
５
，
３
５
０
円
。
中
程
度
障
害

児
（
２
級
）
１
人
に
つ
き
月
額
３
６
，

８
６
０
円
。

《
支
給
方
法
》
４
月
11
日
、
８
月
11
日
、

12
月
11
日
に
受
給
対
象
者
名
義
の
口
座

に
振
り
込
ま
れ
ま
す
（
休
日
の
場
合
は

直
前
の
金
融
機
関
営
業
日
に
振
込
し
ま

す
）。

■
現
在
、
使
用
さ
れ
て
い
な
い
役
場
庁
舎

西
側
・
新
栄
通
沿
歩
道
脇
看
板
の
活
用

ア
イ
デ
ア
を
大
募
集
！　

採
用
さ
れ
た

活
用
ア
イ
デ
ア
を
実
現
い
た
し
ま
す
！

《
応
募
対
象
》
町
民
（
近
隣
住
民
、
出

身
者
含
）

《
応
募
期
限
》令
和
６
年
10
月
25
日（
金
）

《
ア
イ
デ
ア
例
》
町
の
新
た
な
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
・
標
語
を
表
示
、
○
○
○
の

絵
・
写
真
を
表
示
等

《
選
考
方
法
》
応
募
さ
れ
た
ア
イ
デ
ア

に
つ
い
て
町
長
を
含
め
た
選
考
メ
ン

バ
ー
に
て
選
考
、
採
択
し
ま
す
。

《
応
募
方
法
》
専
用
の
応
募
用
紙
に
氏

名
・
住
所
・
連
絡
先
・
ア
イ
デ
ア
内
容

を
明
記
し
、
次
の
応
募
先
ま
で
「
メ
ー

ル
」「
Ｆ
Ａ
Ｘ
」「
郵
送
」「
ご
持
参
」

い
ず
れ
か
の
方
法
に
て
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

《
応
募
先
》
〒
０
９
８
‐
３
３
９
８　

天
塩
町
新
栄
通
８
丁
目　

天
塩
町
役
場

企
画
商
工
課
広
報
情
報
係
宛

FAX
０
１
６
３
２
（
２
）
２
６
５
９

✉kikaku@
teshiotow

n.com
 

※
応
募
用
紙
に
つ
い
て
は
、
左
の
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ

さ
い
。

幅 4m

高さ 1m


